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加配加算に関する運用見直しについて（通知） 

 

 平素は、本市障害福祉行政の推進に御理解、御協力を賜り、誠にありがとう

ございます。 

さて、当課では令和５年９月２６日から令和５年１１月３０日までの間で、

ウェブによる動画視聴・資料閲覧形式にて令和５年度の集団指導を実施しまし

た。 

集団指導では、障害児通所支援事業所における加配加算に関する運用見直し

について、令和６年度（令和６年４月１日）より、別記のとおり取り扱う旨お

知らせしましたが、改めて通知いたします。 

該当する事業所においては、体制の整備等を令和５年度末（令和６年３月末）

までに行っていただきますようお願いします。 

 

 

【連絡先】          

姫路市健康福祉局福祉総務部  

監査指導課（障害指定担当）  

電話：079-221-2497      

                                      FAX ：079-221-2487  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 

 

１ 概要 

   加配加算（児童指導員等加配加算、専門的支援加算）における対象職員

の常勤換算の考え方について、従来の運用を取りやめる。 

 

２ 従来の運用 

   人員基準における常勤職員 1 人以外の従業者について、サービス提供時

間を除いた営業時間帯の勤務時間を加配加算の常勤換算数に加えることが

できる。 

  ただし、日ごとでサービス提供時間内に勤務していない職員について、当

該加算の常勤時間数に加えることはできない。 

 

３ 今後の運用例 

【前提条件】 

・定員１０人 

・営業時間       ９時～１８時（常勤１週４０時間、４週１６０時間） 

・サービス提供時間  １０時～１７時 

・Ａ…人員基準要件の常勤職員１人 ・Ｂ…他の人員基準の従業者 

・Ｃ、Ｄ…加配加算対象職員 

 

加配加算を適用するためにはＣ、Ｄの勤務時間に加え、残り２０時間必要であ

り、従来の運用ではＢのサービス提供時間を除いた営業時間帯の勤務時間を加

えることで算定可能であったが、今後は加えることができず要件を満たさない。 

 

４ 取り扱い開始時期 

令和６年度（令和６年４月１日）以降 

以上 


